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令和７年度 教育行政方針 

 

議長のお許しを得ましたので、本日ここに令和７年度の教育行政方針を申し上げ、

議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願いするものです。 

 

はじめに、松伏町教育行政重点目標は令和６年度より「持続可能な社会の創り手

の育成と日本社会に根差したウェルビーイングの向上を目指した松伏の教育」と定

めています。 

学校教育については、「信頼関係に基づいた豊かな人間関係を基盤とした学校教

育の推進」を重点施策とし、児童生徒と教師、児童生徒相互の信頼関係に基づいた

豊かな人間関係を育み、それを基盤とした学校教育を推進してまいります。 

その中で、「全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学び」

の実現を目指してまいります。そのために、多様な子供たちを誰一人取り残すこと

のない教育活動の充実と、それを支える教育環境の整備を進めてまいります。 

近年、学力の問題に加えて学校で学ぶ子供たちの多様化があげられます。 

まず、特別支援学級に在籍する児童生徒は増加し続けており、この１０年で約２

倍となっていることです。令和４年度に文科省から通常学級に在籍する小中学生の

８．８％に発達障害の可能性があるとの調査結果の発表がありました。この数字は、

教員への調査で医学的な裏付けがあるものではありませんが、１０年前の前回調査

では６．５％、２０年前の調査では６．３％でしたので、近年指導が難しい児童生

徒が増えていることは間違いありません。 

二点目としては、外国人児童生徒など日本語の指導が必要な児童生徒が増加して

いることです。 
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三点目としては、本町の就学援助世帯の割合は近隣市町と比べても高く、経済的

な困窮を背景に教育や体験の機会が乏しい状況に置かれている児童生徒の存在があ

ることです。 

学校教育が抱える今日的課題としては、まず、いじめ・不登校の問題があります。

文科省の生徒指導に係る全国調査によると不登校児童生徒数、いじめや暴力行為の

件数が過去最高となっている中、本町のいじめの認知件数は小中学校とも前年度に

比べて減少し、暴力行為は小学校で０件、中学校では５件発生していますが前年度

の半分以下となっています。その一方で、不登校については小中学校とも増加して

おり、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策が求められています。 

また、学力については文科省による小学校６年生、中学校３年生を対象とした今

年度の全国学力学習状況調査における本町の結果を見る限りでは、小学校６年生の

平均正答率は全国平均を大きく下回り、中学校３年生についてはほぼ全国平均並み

という結果となりました。この結果は年度により変わりますが、すべての子供たち

を取り残すことなく確かな学力を育成することは大きな課題であると認識していま

す。 

教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）については、一人一台のタブレ

ット端末のより効果的な活用と学校における働き方改革を視野に入れたＩＣＴの活

用を進めてまいります。 

幼児期から義務教育への連携については、小中学校がしっかりと連携し義務教育

９年間で子供を育てていくのみならず、義務教育前の保・幼から小学校への連携も

引き続き推進してまいります。 

そして、学校と保護者、地域が一体となって子供たちを育てていくことが重要で

あると考えています。 
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近年の学校教育の課題として、教職員の働き方改革が挙げられます。これまで日

本型学校教育が世界に誇るべき成果を挙げることができたのは、子供たちのためで

あればと勤務時間を越えてもなお献身的に努力する教師の存在がありました。しか

し、時代の変化の中で教師の適正な勤務が求められています。教育委員会は教職の

やりがいや魅力を低下させることなく、働き甲斐を高めるという視点に立ち働き方

改革を推進してまいります。 

次に本町では、いつでも、だれでも、どこでも学べる生涯学習社会を構築してき

ました。人生１００年時代を迎え、生涯学習、社会教育、文化振興、文化財保護・

町史編さん、社会体育などそれぞれの事業において、町民一人ひとりが主体的に活

動し、充実した生活ができるよう施策を行ってまいります。 

特に、音響効果により日本の代表的なホールとして高い評価を得ているクラシッ

ク音楽専用ホール「田園ホール・エローラ」を中心とし、「音楽によるまちづくり」

を推進してまいります。 

本町は、緑に恵まれた自然豊かな農村集落として多くの文化財が継承されてきま

した。これらを調査・研究し、本町の歴史を解明しながら、さらに後世に継承する

事業も進めてまいります。 

そして老朽化している各施設・設備については、利用者が安全・安心に利用でき

るよう、計画的に更新してまいります。 

 

それでは、以下、教育行政重点施策における教育行政目標に沿って主な施策を申

し上げます。 

 

まず、重点施策１ 信頼関係に基づいた豊かな人間関係を基盤とした学校教育の
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推進について申し上げます。 

確かな学力の育成と創意工夫を生かした特色ある学校づくりの推進については、

基礎学力の向上を目指し、「松伏町学力向上プラン」における６つの視点に基づいた

取組を進めてまいります。また、学習指導要領が示す「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向け、基本となる１単位時間の学習の流れを示した「松伏授業プラン」「松

伏町学力向上スタンダード」に基づいた指導を徹底してまいります。そして、基礎

学力向上の効果を検証するとともに、児童生徒の経年変化などを把握し、学習指導

の工夫改善に活用するため、「松伏町学力テスト」を実施してまいります。加えて、

個に応じたきめ細かな指導の充実を図るため、全小中学校に教育支援員を配置する

とともに、国際理解教育の推進のため、小中学校へ語学指導助手（ＡＬＴ）を配置

します。小学校にはＡＬＴと教師を補助する日本人英語指導助手（ＪＡＥＴ）を配

置し、小学校における英語活動を推進します。そのほか、参加した児童から毎年好

評をいただいている、小学校５年生を対象とした大学教員による科学教室を新年度

も実施し、理科に対する興味・関心を高め、学習意欲の向上を図ってまいります。

また、高校受験を控えた中学校３年生を対象とした中学生学習支援教室についても

継続して実施し、大学生などの学習支援員から適切なサポートを受けられる学習機

会を提供いたします。そして、特色ある教育活動推進事業交付金を各学校へ交付し、

児童生徒や地域の実態に応じた特色ある学校づくりの推進を支援してまいります。 

体験活動を重視した豊かな人間性を育てる教育の推進については、各学校におい

て体験的学習活動、社会体験活動、自然体験活動、その他の体験活動の充実に努め

ます。 

健康の保持・増進と体力向上を図る健康教育の推進については、主体的に運動で

きる児童生徒の育成を目指し、新体力テストの結果分析及び具体的な達成目標の設
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定など、体力向上に向けた取組を行ってまいります。体力向上推進委員会において

研究協力校を委嘱し、授業研究や体力向上に向けた具体的な取組について調査研究

を進めてまいります。 

学校給食費については、多子世帯においては、学校給食費の経済的負担の軽減と

子育て環境の更なる充実を図るため、小中学校に通う第３子以降の児童生徒を養育

している保護者に対して学校給食費に相当する額を補助します。また、今年度同様、

物価高騰等に対する保護者の経済的負担を軽減するため、国の臨時交付金を活用し、

児童生徒一人当たり１万２千円分の学校給食費を無償化いたします。 

学校給食については、また、従前より取り組んでいる「セレクト給食」、「卒業お

祝い献立」、「お楽しみ献立」の更なる充実や「カレーのまちＰＲ」としてカレーを

使用した献立の提供など、給食への興味を深めるとともに、行事食や郷土食、埼玉

県推奨米「彩のきずな」をはじめとする地元の農産物や特産品を活用した献立づく

りを推進してまいります。特に、農産物については、毎月食育の日に地元野菜を優

先的に使用した献立づくりを行い、地産地消を推進してまいります。給食の献立や

栄養については、「ほほえみだより」を発行し、食育の啓発を図ると同時に、生涯に

わたって、健全な食生活を形成できる力を育むため小中学校で食育の指導を実施し

てまいります。併せて、給食センターの設備改修を行い、施設の環境改善に取り組

んでまいります。 

多様なニーズに対応し、誰一人取り残さない教育の推進については、まず、特別

支援教育について一層の充実を図ります。発達などに困り感がある児童生徒の発達

検査については、これまで越谷西特別支援学校のコーディネーターと時期を調整し

依頼していましたが、新年度からは臨床心理士等を活用することにより、迅速に対

応できるようになります。また、令和５年度において町内初の発達障害・情緒障害
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通級指導教室、通称「にじいろ教室」を松伏第二小学校に、今年度には松伏小学校

においても設置しました。教育相談体制については、引き続き教育支援センター、

通称「ひだまり」に教育相談員を、各中学校に学校生活相談員を配置し、県の配置

するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携を図りながら、個々

の児童生徒の実態に応じた適切な支援を進めてまいります。さらに、学校には行け

るがクラスに入れない児童の居場所として、校内教育支援センター「通称：スペシ

ャルサポートルーム」を今年度に松伏小学校に町内初めて設置し、新年度からは金

杉小学校及び松伏第二小学校にも設置します。 

学校・家庭・地域・関係機関が連携した開かれた学校づくりの推進については、

学校授業公開日や行事への保護者、地域の方々への参加の呼びかけなど、引き続き

地域に開かれた学校づくりを推進してまいります。また、関係各課や家庭・地域な

どと連携しながら、家庭や地域、学校の教育力の向上に努めてまいります。 

地域に信頼される学校運営と教職員の資質向上については、各学校に設置してい

る学校運営協議会を最大限活用し、学校と保護者、地域が一体となった「地域とと

もにある学校づくり」に向けた取組を積極的に進めてまいります。また、教職員の

資質向上のため、引き続き全教職員を対象とした教育委員会主催の研修を実施する

ほか、各種研修会を計画的に実施し、教科指導はもとより、よりよい学級経営の方

法や生徒指導、教育相談、教育公務員としての服務等、教職員として必要不可欠な

資質能力の向上に向け、研修を充実させてまいります。 

児童生徒の命を大切にする学習環境及び施設設備の充実については、引き続き各

学校において避難訓練を実施するとともに、防犯対策としてスクールガードリーダ

ーによるパトロールや立哨指導を実施します。 

加えて、新年度から導入する一斉連絡システムにより、町からの不審者情報など
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を直接配信できるようになるなど、児童生徒の安全確保に努めてまいります。また、

安全な学校運営のため、継続して必要な施設整備や修繕を進めてまいります。 

自他の生命と人権を尊重する教育の推進については、何よりも「命を大切にする

教育」を徹底してまいります。タブレット端末を用いた「今日のこころの天気」を

最大限活用し、児童生徒の日々の小さな心の変化もいち早く確認できるよう取り組

んでまいります。また、「松伏町いじめの防止等のための基本方針」に基づき、いじ

めの未然防止、早期発見、早期対応及び早期解消に取り組むとともに、「いじめ問題

対策連絡協議会」及び「いじめ問題対策調査委員会」を開催し、関係機関との連携

を密にし、いじめ防止のための対策について検討を進めてまいります。 

地域の課題に応じた特色ある教育活動の推進については、小規模特認校である金

杉小学校において、引き続き英語に重点を置いた教育活動を進めるとともに、学習

や生活に対しきめ細かな指導を実施してまいります。また、部活動の地域連携や地

域クラブ活動への移行については、より多くの外部指導者に指導を行っていただけ

るよう取り組むとともに、引き続き円滑な移行に向けた調査研究を進めてまいりま

す。 

教育ＤＸの推進については、一人一台のタブレット端末を最大限に有効活用でき

るよう、児童生徒の情報活用能力の育成を図り、併せて、教職員についてもＩＣＴ

機器を活用した指導力向上に取り組めるよう、引き続きＩＣＴ支援員を配置して支

援を行ってまいります。また、令和８年度から活用できるよう新年度中に、全ての

タブレット端末の入れ替えをすすめ、併せて、中学校における校務系パソコンの入

替えを実施いたします。今後、校務系システムの利活用をさらに促進し、教職員の

業務改善や働き方改革に繋げるよう努めてまいります。 
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次に、重点施策２ 豊かで緑あふれるまちを創造する生涯学習の推進について申

し上げます。 

生涯学習施策の推進については、学習機会の充実を図るため、「いつでも、だれで

も、どこでも」を合言葉とした「まつぶし出前講座」や、埼玉県立大学や文教大学

等との連携による「子ども大学こしがや・まつぶし」を継続して実施します。 

また、町民の自主的な生涯学習の参画機会を拡充するため「文化のまちづくり実

行委員会」への支援を継続するとともに、引き続き「ミニまつぶし」を実施し、町

民との協働で「子ども主役」をテーマにした各種事業を実施することにより、人材

の育成及び発掘並びに子供たち等へ郷土愛の醸成に繋げてまいります。 

 

次に、重点施策３ 豊かな文化と思いやりをはぐくむ社会教育事業の推進につい

て申し上げます。 

本町が誇る音楽ホール「田園ホール・エローラ」を中心とした音楽によるまちづ

くりの推進及び、文化芸術の鑑賞機会の提供を図るため、エローラ運営委員会にお

いてホールの特性を生かした各種コンサートや事業を実施してまいります。 

また、中学校生活の思い出作りや豊かな感情・感性を育てる教育などを目的に、

中学校を卒業する３年生に向けたコンサートも引き続き開催いたします。 

文化・芸術活動の充実については、町民の皆様の文化・芸術活動の成果を発表す

る機会の提供として中央公民館を会場とした「町民文化祭」や多世代交流学習館を

会場とした「メロディー祭（まつり）」を開催いたします。 

社会教育関係団体の支援については、「子ども会育成会連絡協議会」、「ジュニアリ

ーダー連絡協議会」、「ＰＴＡ連合会」、「文化協会」に対して助成金を交付するとと

もに、各種団体と連携をしながら運営の支援を行ってまいります。特に創立５０周
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年を迎える文化協会については、記念誌を発行する等記念事業を行ってまいります。 

また、文化活動において全国大会などに出場する個人や団体に対し、文化推進奨

励金を引き続き交付し、文化活動の更なる活躍を応援してまいります。 

公民館等を活用した事業の企画及び学習内容の充実については、町民の皆様が楽

しく学べる生涯学習講座を中央公民館及び多世代交流学習館において実施してまい

ります。 

多世代交流学習館においては、生涯学習講座のほかに学校教員を経験したコーデ

ィネーターによる「書初め教室」などの学校支援講座を引き続き実施してまいりま

す。 

令和４年度に刊行した「偉人マンガ」については、学校教育と連携して、小学４

年生の社会科の授業において活用し、郷土愛の醸成に繋げてまいります。 

家庭教育の推進については、小中学校のＰＴＡと連携し、家庭教育講座や役員研

修会を開催いたします。また、小学校においては就学時健康診断、中学校において

は入学説明会で、保護者を対象とした講演会の開催及び啓発紙「ひとりひとりの成

長に合わせた子育て」を配布し、家庭教育の重要性を認識していただくよう推進・

啓発を図ってまいります。 

青少年教育の推進については、ジュニアリーダーの育成を図るとともに、青少年

が健全に成長できるよう啓発活動を行います。 

また、金杉小学校では、放課後の安心安全な活動を充実させるため、学習や体験

を地域の方々の協力を得ながら活動する放課後子ども教室を継続して実施してまい

ります。 

人権教育・啓発の推進については、「松伏町人権施策推進指針」及び「松伏町同和

教育の基本方針」に基づき、人権問題の正しい理解と認識を深めるため、人権セミ
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ナーを開催いたします。また、関係機関と連携をしながら、各種事業を実施すると

ともに、様々な差別の解消を図るため啓発活動を実施してまいります。 

中央公民館及び多世代交流学習館の図書室については、インターネットで図書を

検索、予約できるシステムの導入により、利便性が向上した図書室のさらなる利用

促進を図るべくホームページなどを活用し周知を行ってまいります。 

また、使用しなくなった図書の再活用として、町内小中学校への提供、放課後児

童クラブを対象とした巡回図書及び古本のリサイクル市などを引き続き実施し、町

民の皆様が本と触れあえる機会の提供に努めてまいります。 

 多世代交流学習館においては、様々な世代の方々の交流の場として一般の利用者

向けのサロン事業「メロディーカフェ」及び認知症の方を対象とした「オレンジカ

フェ」を開催し、地域コミュニティの場として提供してまいります。 

また、学校の部活動やサークルの発表の場としてのミニコンサートを実施し、サ

ロン事業の充実を図ってまいります。 

  

次に、重点施策４ 歴史・文化の保存と継承について申し上げます。 

本町の歴史や文化を後世に継承するため、町史の調査及び研究を引き続き進めて

まいります。 

文化財の調査及び保護については、文化財保護審議委員会を開催し、新指定文化

財候補の選定を行う他、埋蔵文化財を整理し、発掘調査報告書の刊行を進めてまい

ります。 

また、文化財の普及・啓発については、本町の歴史に対する理解や郷土愛の醸成

のため、一般向けや子供向けの歴史講座を実施するとともに、関係機関と連携した

事業を進めてまいります。 
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次に、重点施策５ スポーツ健康都市づくりの推進について申し上げます。 

生涯にわたるスポーツ・レクリエーション活動の充実については、プロのチーム

又はプロ選手等を講師に招き、スポーツ教室等を開催します。一流のプレーや指導

に触れ、通常の練習では経験することのできない機会を作り、子供たちの笑顔と頑

張る姿が見られるような事業を実施することで、自分の夢に向かって動き出すきっ

かけや一層スポーツが好きになるきっかけを作ります。また、体力向上と健康増進

を図るため、プールを活用した教室やウォーキング事業を実施します。 

スポーツ・レクリエーション活動の普及・啓発については、子供から高齢者まで

生涯を通して、ライフステージに応じたスポーツ・レクリエーション活動を日常的

に楽しめるように、スポーツ推進委員が定期的に開催している「気楽に遊び体（た

い）」で、気軽にスポーツを楽しめる環境に取り組んでまいります。 

人材の発掘・育成・活用の充実については、スポーツ活動の指導者であるスポー

ツ推進委員の新たな人材発掘に努めるとともに、研修参加に対して支援を行ってま

いります。 

スポーツ・レクリエーション団体の支援については、「スポーツ協会」、「スポーツ

少年団」、「総合型地域スポーツクラブ」へ引き続き助成金を交付することにより、

各種団体と連携をしながら運営の支援を行ってまいります。 

また、スポーツ活動において全国大会などに出場する個人や団体に対し、スポー

ツ推進奨励金を引き続き交付し、スポーツ活動の更なる活躍を応援してまいります。 

スポーツ施設の充実については、Ｂ＆Ｇ海洋センター、町営運動場、学校体育施

設を多くの方にご利用いただけるよう施設の管理運営に努めます。 

また、Ｂ＆Ｇ海洋センター内にあるトレーニングルームの機器については、町民
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の皆様に快適な環境でご利用いただけるよう日々点検等を行い、施設・設備の充実

に努めてまいります。 

 

今後も、教育行政の公正かつ適正な運営に努めてまいりますので、議員の皆様、

町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げまして、令和７年度の教育行政方針

といたします。 

ありがとうございました。 


